
 

改正前 改正後 

大阪府居宅介護員従業者養成研修事業実施要領 大阪府居宅介護員従業者養成研修事業実施要領 

第１～第１４ （略） 

 

第１５ この要領の適用について 

この要領は、平成２０年８月１日から適用するものとする。 

 

別紙１～３（略） 

 

別紙４ 講師要件一覧表（一級課程） 
   表（別表のとおり） 

 
別紙５ 講師要件一覧表（二級課程） 
   表（別表のとおり） 

 
別紙６ 講師要件一覧表（三級課程） 
   表（別表のとおり） 
 
（以下略） 

  

第１～第１４ （略） 

 

第１５ この要領の適用について 

この要領は、平成２１年７月１日から適用するものとする。 

 

別紙１～３（略） 

 

別紙４ 講師要件一覧表（一級課程） 
   表（別表のとおり） 

 
別紙５ 講師要件一覧表（二級課程） 
   表（別表のとおり） 

 
別紙６ 講師要件一覧表（三級課程） 
   表（別表のとおり） 
 
（以下略） 


